
一
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聖
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三
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石
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二
七
八

一
遍
聖

の
態
野
参
籠

に

つ
い
て

(三
)

石

岡

信

一

「
六
十

万
人
の
頽
」
に
対
す
る
諸
説

「
六
十

万
人
の
頗
」
(神
頒
)
に
対
す
る
解
釈
は
、
従
来
よ
り
種

々
あ
る
。

(1
)

代
表
的
な
解
説
書
は
、
法
阿
編
の
「神
勅
教
導
要
法
集
五
巻
」
、慈
観
撰

(
2
)
 

(
3
)

の
「
神
偶
讃
歎
念
仏
要
義
砂

一
巻
」
、賞
山
撰
の

「神
偶
撮
要
鋤

一
巻
」
、

(
4
)
 

(
5
)

写
本
の

「神
宣
遊
行
念
仏
記

二
巻
」
、
そ
の
他
が
あ
る
。
「
神
勅
教
導
要

集
」
は
、
元
文
三
年

一
蓮
寺
の
法
阿
師
が
宗
祖
の
四
百
五
十
年
遠
忌
に

際
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
、
神
偶
を
各
句
ご
と
に
分
け
て
字
義
釈
し
、

そ
の
内
容
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
「神
偶
讃
歎
念
仏
要
義
紗
」
は
寛
文

十
五
年
、
慈
観
師
の
撰
、
内
容
は
句
別
に
、
所
念
の
法
、
法
体
の
具
徳

・

能
念
の
所
契
、
念
仏
者
の
嘉
名
に
つ
い
て
論
釈
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。

「神
偶
撮

要
砂
」
は
正
徳
三
年
賞
山
師
の
著
、
名
号
の
法
体
、
名
号
の

徳
用
、
念
仏
人
の
嘉
誉
を
明
し
た
も
の
で
、
「
神
宣
遊
行
念
仏
記
」
の
立

場
に
等

し
い
。
写
本

の

「
神
宣
遊
行
念
仏
記
」
は
、
遊
行
二
十

一
祖
知

蓮
、
ま
た

は
七
祖
託
何
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
定
か
で
は
な
い
。
し

か
し
、
神
偶
釈
の
最
古
の
も
の
で
、
後
の
神
頗
釈

の
基
準
に
な
つ
た
。

内
容
は
所
念
の
法
で
あ
る
名
号
実
相

の
法
、
能
念

の
念
仏
行
者
に
つ
い

て
で
あ
る
。
こ
の
外

「時
宗
統
要
篇
」
、
「時
宗
要
義
集
」
、
「
直
談
砂
」
、

(
6
)

「
語
録
諺
釈
」
の
中
に
神
頚
釈
が
あ
り
、
近
年
、
吉
川
賢
善
師
が

「
神

勅
念
仏
と
六
十
万
人
類
義
」
を
、
平
田
諦
善
師

は

「
神
勅
念
仏
論
の
展

(7
)

開
」
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
解
説
を
ほ
ど
こ
し
て
い
る
。
ま
た
、
河
野
憲

喜
師
の

一
遍
字
義
釈
、

及
び
同
師
と
木
村
信
弘
師
の

一
遍
字
義
釈
の
論

(8
)

争
は
、
神
勅
の
頚
釈
に
ま
で
発
展
し
て
論
説
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
れ
等
神
勅
に
関
す
る
論
説
の
概
説
を
先
ず
紹
介
、
次
に
か
耳
る
釈
を

参
考
に
神
勅
の
頚
の
真
意
を
探
求
、
如
何
な
る
義
に
釈
す
べ
き
か
を
論

じ
、
参
籠

の
意
義
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
も
の
で
あ
る
。

(
一
)
、
神
勅
教
導
要
法
集

「神
勅
教
導
要
法
集
」
で
は
、
六
字
の
字
義
釈
に
は
じ
ま
り
、
続
い
て

名
号
の
万
徳
を
た
た
え
、
次
に
五
種
の
正
行
と
他
力
の
善
で
あ
る
名
号

所
具
の
善
に
つ
い
て
述
べ
、
更
に

一
遍
法
に
つ
い
て
は
、

一
遍
と
法
と

ス

ヲ

ヲ

に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

「
一
遍
顕
二
徳
名
こ

と

「
註
二釈
法
之
字
こ

の
項

を
設
け
て
い
る
。

一
遍
と
は
名
号
の
徳
を
表
現

し
た
も
の
で
、
三
世
十

方
に
通
貫
す
る
永
遠
普
遍
の
光
明
で
あ
り
、
そ
の
徳
は
自
性
清
浄
で
、
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し
か
も
不
変
不
異
不
生
不
滅

の
絶
対
の
相
で
、
諸
仏
と
衆
生
と
が
無
二

無
別
の
同

二
体
で
あ
る
と
、
「
名
義
集
」
、
「
法
華
疏
」
、「
占
察
経
」
を
引

用
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
ま
た
、
法
に
つ
い
て
は
、
煩
悩
を
断
じ
、

自
性
清
浄
の
法
身
な
る
正
覚
を
成
就
す
る
最
善
の
道
が
法
で
あ
つ
て
、

そ
れ
は

二
法
界
を
意
味
し
、
真
如
の
理
体
に
外
な
ら
な
い
と
「
華
厳
経
」
、

「起
信
論
」
お
よ
び
善
導
の
こ
と
ば
を
も

つ
て
解
説
を
下
し
て
い
る
。

し
た
が

つ
て
、
第

一
句
の
意
は
、
三
世
十
方
に
通
貫
し
遍
満
す
る
南
無

阿
弥
陀
仏
の
徳
を
称
讃
し
た
も
の
で
、
名
号
の
徳
は
あ
ら
ゆ
る

一
切
の

有
情
を
し
て
、
永
遠
普
遍
絶
対
の
真
実
界
に
導
く
、
時
間
と
空
聞
を
超

越
し
た
真
実
の
理
体
で
あ
る
と
い
う
意
に
解
し
て
い
た
。

第
二
句
の

「
十
界
依
正

一
遍
体
」
に

つ
い
て
は
、
十
界

・
依
正

・
一

遍

・
体

と
分
解
し
概
説
を
加
え
て
い
る
。
十
界
に
つ
い
て
は
、
「
十
界
名

義
者
」
と
し
て
、
仏

・
菩
薩

・
縁
覚

・
声
聞

・
天

・
人

・
修
羅

・
餓
鬼
・

畜
生

・
地
獄
を
あ
げ
、
「往
生
要
集
」
に
よ
つ
て
八
地
獄
を
説
き
、
続
い

て
、
「
互
具
十
界
正
説
」
の
項
を
設
け
、
天
台
の
説
や
、
「妙
宗
砂
」
、「
法

華
経
疏
」
に
よ
つ
て
解
説
、
更
に

「
華
厳
経
」
を
引
用
し
て
、
心

・
仏
・

衆
生
の
三
が
無
差
別
平
等
を
説
き
、

一
念
帰
命

の
心
体
は
凡
聖
不
二
、

邪
心

一
如
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は
十
界
互
具
の
法
門
に
よ
る
と
し
て
い
る
。

依
正
に

つ
い
て
は
、
「
顕
依
正
二
報
」
と
し
て
、
大
乗
の
教
説
で
あ
る
草

木
国
土
悉
皆
成
仏
の
立
場
よ
り
、
依
正
不
二
を
先
ず
の
べ
、
現
象
界
に

存
在
す
る
衆
生
は
、
そ
の
ま
耳
の
存
在
で
自
然
に
円
成
し
て
十
界
を
展

開
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
源
信
の
説
に
よ
つ
て
、
草
木
を

依
報
、

衆
生
を
正
報
と
規
定
し
、
草
木
国
土
は
正
報
で
あ
る
衆
生
の
依

止
べ
き
も
の
で
あ
り
、
衆
生
は
過
去
の
業
因
に
よ

つ
て
正
し
く
受
け
た

も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
あ
り
方
は
、

一
切
世
間
お
よ
び
衆
生
共
に
前
業

に
応
じ
た
果
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
そ
し
て
、
依
報
で
あ
る
草
木
国

土
は
、
そ
の
ま
耳
で
十
界
の
徳
を
施
し
て
お
り
、

正
報
は
正
報
の
ま
耳

で

一
切
世
間
の
徳
を
施
す
と
し
、
さ
ら
に
、
「
円
覚
略
砂
」
や

「
玄
義
紗
」

の
説
を
引
用
し
て
、
国
土
と
衆
生
の
本
有
の
理
体
で
あ
る
真
如
を
体
と

す
る
不
二

一
体
の
無
色
無
形
の
普
遍
な
る
法
性
法
身
に
つ
い
て
依
正
二

報

の
論
理
を
も
つ
て
説
明
を
加
え
て
い
る
。
一
遍
の
字
義
に
つ
い
て
は
、

ト

ハ

ト

ス

ヲ

ノ

ハ

「
一
遍
云
嘉
名
者
神
勅
也
。
名
号
相
即

一
遍
体

ロ
ニ伝
焉
一神
勅
嘉
名
。

ス

ニ

ヲ

ニ

ス
ル

前
段
具
宣
二説
之
一
。
愛略

者
也
」
と
し
て
、
略

す
と
し
な
が
ら
説
明
を

加
え
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
、
名
号
実
相
の
真

体
に
は
、
万
法
の
理
性

が
冥
合
す
る
の
で
あ
り
、
不
変
の
相
即
の
名
号
は
、
そ
の
ま
耳
の
位
が

十
界
に
お
け
る
真
実
の
法
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
十
界
の
法
も
ま

た
依
正
二
報
に
よ
る
も
の
で
、
か
耳
る

一
切
の
諸
現
象
諸
様
相
の
実
体

レ

チ

ト

(本
質
)
を

一
遍
体
と
呼

ぶ
の
で
あ

つ
て
、
「
具
則
名
号
相
即

一
遍
体

ロ

ス
ル

所
二伝
来
一也
」
で
、

一
遍
体
も
名
号
に
外
な
ら
な
い
と
し
た
。
次
の
体

ス

ノ

に
つ
い
て
も
、
「
明
二体
之
字
義
一」
と
し
て
説
明
を
加
え

て
い
る

が
、

そ
の
要
点
は
体
と
は
主
質

(本
質
)
を
意
味
し
、
諸
法
実
相
、
す
る

は

実
相
を
体
と
い
う
の
で
、
体
は
常
住
の
真
心
の
体
で
、
自
性
清
浄
と
異

る
も
の
で
な
い
、
善
導
の
釈
よ
り
、
念
仏
三
昧

を
心
の
よ
り
所
と
し
、

一
心
に
浄
土
往
生
を
願
う
念
仏
こ
そ
体
で
あ
る
と
し
た
。
そ
し
て
以
上

一
遍
聖
の
熊
野
参
籠
に

つ
い
て

(
三
)

(
石

岡
)

 

二
七
九
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一
遍
聖
の
熊
野
参
籠

に
つ
い
て

(
三
)

(
石

岡
)

 

二
八
〇

の
す
べ
て
は
、
衆
生
の
称
名
念
仏
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て

い
る
。

第
三
句

の

「
万
行
離
念

一
遍
証
」
に
つ
い
て
も
、
万
行

・
離
念

・
一

遍

・
証

に
分
解
、
字
義
釈
を
下
し
て
い
る
。
万
行
に
つ
い
て
は
、
「
因
位

万
行
者
」

と
し
て
、
法
蔵
菩
薩
の
仏
果
を
得
た
次
第
、
す
な
わ
ち
、
衆

生
救
済

の
願
行
成
就
の
修
行
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
衆
生
救
済

の
諸

功
徳
を
も
つ
た
不
可
思
議
に
し
て
最
勝
の
教
法
で
あ
り
、
救
済

の
対
象

で
あ
る
衆
生
の
業
行
が
無
数
に
あ
る
た
め
に
、
万
行
と
呼
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

離
念
に
つ
い
て
は
、
離
念
と
は
念
を
離
れ
る
事
で
あ
り
、
念

に
も
善
悪
の
二
通
り
の
意
が
あ
り
、
悟
れ
ば
菩
提
善
処
の
念
で
あ
り
、

迷
い
ば
悪
趣
の
念
と
な
る
と
し
、
「
華
厳
経
」
、
「
樗
伽
経
」
、
「
四
教
義
」

の
諸
説

に
よ
り
、
妄
念
を
離
れ
た
空
な
る
状
態
を
離
念
と
し
、
「神
宣
念

仏
記
」
よ
り
、
名
号
は
万
善
万
行
で
あ
つ
て
欠
減
す
る
事
が
な
く
、
ま

た
、
万
行
離
念
の
真
如
の
法
で
も
あ
る
と
し
、
万
行
離
念
即
菩
提
心
に

つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
次
の

一
遍
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
と
し
、

証
に
つ
い
て
も
さ
と
り
に
達
す
る
か
ら
証
と
し
た
と
簡
単
に
述
べ
て
い

る
。第

四
句
の

「
人
中
上
上
妙
好
華
」
に
つ
い
て
も
、
字
義
釈
を
し
て
い

る
が
、
要
は
、
念
仏
す
る
も
の
の
徳
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
中
に
あ
つ

て
最
上

の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
徳
は
泥
沼
に
あ
つ
て
清
浄
な
花
を
も
つ

蓮
華
の
如
く
美
し
く
、
か
つ
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
と
念
仏
者
を
讃
歎
し

た
も
の
で
あ

つ
た
。

法
阿
の

「
六
十
万
人
頒
」
釈
の
意
図
す
る
所
は
、
南
無
阿
弥
陀
仏
の

徳
は
、
あ
ら
ゆ
る

一
切
の
有
情
を
、
永
遠
普
遍

の
絶
対
の
真
実
界
に
導

く
も
の
で
、
し
か
も
三
世
十
方
に
通
貫
遍
満
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
依

正
二
報
の
結
果
に
よ

つ
て
生
ず
る

一
切
の
世
界

の
本
体
は
、
名
号
の
功

徳
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
衆
生
の
称
名
念
仏
を
本
質
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
か
耳
る
名
号
の
徳
を
形
成
す
る
称
名
念
仏
は
、
弥
陀

の
大
慈
悲
行
で
あ
る
衆
生
救
済
の
大
願
成
就
の
結
果
に
よ
る
も
の
で
、

大
菩
提
心
に
も
と
ず
く
菩
薩
道
の
実
践
で
も
あ
り
、
ま
た
同
時
に
衆
生

の
平
安
に
し
て
安
楽
な
往
生
の
境
界
で
も
あ
る
。

一
方
、
か
耳
る
往
生

の
(境
界
は
、
貧
欲
を
遠
離
し
た
無
念
に
よ
る
も

の
で
あ
る
が
、
こ
の
無

念
は
ま
た
万
有
の
本
質

で
あ
る
真
如
実
相
そ
の
も
の
で
あ
り
、
悟
り
で

あ
り
離
欲
で
あ
り
往
生
で
あ

つ
た
。

し
た

が

つ
て
、
衆
生
念
仏

の
徳

は
、
人
間
の
最
上
の
も
の
で
、
泥
沼
に
咲
く
蓮
華
の
如
く
勝
れ
た
も
の

で
あ
る
と
、
念
仏
の
優
越
性
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
と
み
た
の
で
あ

つ

た
。(

二
)
、
神
偶
讃
歎
念
仏
要
義
砂

慈
観
は

「
六
十
万
人
頽
」
を
熊
野
参
籠
の
折
、
弥
陀
口
伝
の
頒
文
と

す
る
立
場
を
と
り
、
四
句
の
偶
文
を
詳
細
に
字
義
釈
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
の
要
旨
は
、
名
号
の
徳
、
す
な
わ
ち
、
思
想
内
容
と
そ
の
機
能
を
、

絶
対
的
立
場
、
空
観
の
中
に
位
置
づ
け
し
、
天
台
本
覚
思
想
の
論
理
的

展
開
を
思
わ
せ
る
論
法
で
、
法
体
具
徳
と
十
界
依
正
を
訳
し
、
熊
野
証

誠
殿
の
神
勅
を

一
念
口
称
の
当
体
と
し
、
ま
た
同
時
に
、

本
願
成
就
の
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弥
陀
の
大
慈
悲
行
と
し
た
点
に
、
そ
の
思
想
的
基
礎
を
お
い
た
点
に
特

徴
を
み
る
事
が
出
来
る
。
そ
し
て
、
彼
は
巻
末
で
、
「
抑
当
門
立
宗
之
濫

鵤
者
。

正
依
こ神
勅
一
。承
レ勅
立
レ
宗
宣
旨
璽
易
。
」
と
し
て
、
神
勅
を
立

宗
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
彼
は
寛
文
五
年

(
一
六
六
五
年
)
三
月
二
十
五

日
、
こ
の
書
物
を
記
し
終

つ
て
お
り
そ
れ
以
後

の
神
偶
釈
に
直
接
多
く

の
影
響
を
与
え
た
。

(
三
)
、
神
偶
撮
要
砂

賞
山
は
算
賦
札
の
文

「
決
定
往
生
六
十
万
人
」
に
対
す
る
質
問
と
解

答
の
形
式

で
当
書
を
著
し
、
六
十
万
人
偶
釈
を
行

つ
て
い
る
。
そ
の
特

ト

ト

色
は
、

一
遍
と
名
号
を

「
名
号

一
遍
言
異
意
同
」
と
釈
し
た
点
に
あ
る
。

さ
ら
に
彼

は
、
単
に
偶
文
の
み
の
解
釈
に
と
ど
ま
る
事
な
く
、
賦
算

の

意
義
と
偶
文
と
の
関
連
、
そ
し
て
名
号
の
功
徳
を
強
調
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
立
場
は
次
に
述
べ
る

「
神
宣
遊
行
念
仏
記
」
の
影
響
を
受
け
た
と

解
さ
れ
る
。
(紙
数
の
関
係
上
、
大
部
略
し
て
あ
る
の
で
不
明
な
点
は
東
洋
学

研
究
1
0
、
所載
拙
論

「
一
遍
聖
の
熊
野
参
籠
に
つ
い
て
」
(三
)
を
参
照
し
て
下

さ
い
。
尚
、
「神
宣
遊
行
会
仏
記
」
以
下
は
次
回
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
)

註

1
 
大
日
本
仏
教
全
書
69
巻
所
載
、
巻
末
に
元
文
三
年
仲
秋
廿
三
日
、
稲
久

山
法
屈
法
阿
関
牛
上
人
謹
誌
と
あ
る
。

2
 
大
日
本
仏
教
全
書
68
巻
所
載
、
慈
観
師
は
真
壁
町
常
永
寺
よ
り
後
年
、

越
前
、
敦
賀
市
西
方
寺
、
更
に
寛
文
十
三
年

(
一
六
七
三
)
四
条
金
蓮
寺

に
転
進
し
、
廿
九
世
浄
阿
上
人
を
継
承
、
天
和
二
年

(
一
六
八
二
)
十
二

月
廿
九
日
五
十
九
歳

で
入
滅

し
た
。

3
 
大

日
本
仏
教
全
書
68
巻
所
載
。

賞
山

は
兵
庫
真
光
寺

四
十
五
世
尊
遵
上

人
の
資
、

「
播
州
問
答
私
考
砂

」
。
五
巻

「
一
遍
上
人
絵
詞
伝
直
談
砂
」

十

三
巻
、

「
一
遍
上
人
別
願
和
讃
直
談
砂
」
三
巻
、
「
浄
土
三
蔵
義
引

文
私
考
」

三
巻
、

「
諸
経
弥
陀
採
摘
」
二
巻

「
二
十
五
菩
薩
名
義
砂
」
、「
一
遍

上
人
誓

願
文
標

示
砂
」
、
「
百
利

口
語
」
各

二
巻

の
多

く
の
著
書
を
著

わ
し
た
。

4
 

写
本
、

遊
行
七
祖
託
何
、

二
十

一
世
知
連

と
も
い
わ
れ
る
が
不

明
、
神

勅
を
釈

し
た
最
古

の
も

の
。

5
「
時

宗
統
要
篇
」

の
中
の

「
神
勅
領
解
分
」

や
、
「
時
宗
要
義
集
」
、
「
直

談
紗
」
、
「
語
録
諺
釈
」

の
中
で
釈
し

て
い
る
。

6
「
一

遍
上
人
絵

詞
伝
直
談
砂
」

で
は

「神
勅
之
偶
頽
之
事
」
、「
一
遍

上
人

語
録
諺
釈
」

で
は
第
二

の

「
六
十
万
人
頽
」

の
中
で
釈

し
て
い
る
。

7
 
吉
川
師

は
「
一
遍
上
人
の
研

究
」
、
平
田
氏

は

「
時
宗
教
学
研
究
」

の
中

で
解
説
を
し
て

い
る
。

8
「
時

衆
研
究
」

56
号

57
号

で
論
争

を
と
り
あ

つ
か

つ
て
い
る
。

以
下
紙
数

の
関
係

で
註

は
略

し
ま
す
。

一
遍
聖

の
熊
野
参
籠

に

つ
い
て

(
三
)

(
石

岡
)
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